　　　　　　　　　　　　　　　　登　　園　　届
	病名
	登園の目安
	登園書の有無

	1 麻疹（はしか）
	解熱後三日を経過してから

	医師の診断を受け、登園の目安を参考に、家庭で十分な休養をし、医師が記入した登園届を提出しなければならない。

	2 風疹（三日はしか）
	発疹が消えてから

	

	3 結核
	医師から感染の恐れがないと認められてから

	

	4 百日咳
	特有の咳が消失するまで、又は、５日間の訂正な抗菌性物質製剤による治療を終了してから

	

	5 Ｏ１５７・Ｏ２６・Ｏ１１１
	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、４８時間を空けて連続２回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されてから

	

	6 急性出血性結膜炎
	医師により感染の恐れがないと認められてから

	

	7 髄膜炎菌性髄膜炎
	医師により感染の恐れがないと認められてから

	




上記の疾患が治癒しましたので登園します。
令和　　　年　　　　　　月　　　　　　日

(医療機関)


(医師名)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（お医者様へ）
お手数ですが、保育園生活で注意することがありましたら、ご指導くださいますようお願い致します。
